
 
※別添写し１ないし４については、添付を省略しています。  別添 

消表対第１１０７号 

令和４年９月９日 

 

株式会社山田養蜂場 

代表取締役 山田 英生 殿 

 

消費者庁長官 新井 ゆたか 

 （公印省略） 

 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が供給する「ビタミンＤ＋亜鉛」と称する食品（以下「本件商品①」という。）、

「
フ ァ ー ス ト
１ｓｔプロテクト」と称する食品（以下「本件商品②」という。）及び「

セ カ ン ド
２ｎｄプロテクト」

と称する食品（以下「本件商品③」という。）の各商品（以下これらを併せて「本件３商品」と

いう。）の取引について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４

号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不

当な表示を行っていたので、同法第７条第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件３商品に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、

あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア 貴社は、本件３商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品①について、

令和３年１１月１日に、自社ウェブサイトにおいて、本件商品①の容器包装の画像と共

に、「新型コロナウイルス“第６波”に警戒を ＜感染＞と＜重症化＞どちらも予防した

い…お客さまの声に応えて 『ビタミンＤ＋亜鉛』 ２０２１年１１月１日（月）新発

売」及び「■感染と重症化に備える『ビタミンＤ＋亜鉛』 山田養蜂場にも、多くのお

客さまから『予防だけでなく、もし感染しても重症化しないよう、今すぐできる対策を

したい』との声が寄せられております。そのようなご要望にお応えするため、このたび

抗菌ペプチドの産生をサポートする『ビタミン Ｄ』に、身体の免疫力をサポートする

必須ミネラル『亜鉛』『ビタミン Ａ』『ビタミン Ｂ６』『ビタミン Ｃ』を配合し、一

粒に凝縮した製品を開発いたしました。『ビタミン Ｄ』と『亜鉛』は、ともに新型コロ

ナウイルス感染時の重症化を防ぐ可能性が研究報告されており※2※3、いま注目されてい

る栄養素です。」等と表示するなど、別表「対象商品」欄記載の商品について、同表「表

示日又は配布日」欄記載の日に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表

示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件３商品を摂取することに

より、新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果を得られるかのように示す

表示をしていたこと。 
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イ 前記アの表示は、それぞれ、本件３商品の内容について、一般消費者に対し、実際の

ものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件３商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる

合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と同様の表示が行われること

を防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周知徹底しなければ

ならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件３商品又はこれらと同種の商品の取引に関し、表示の裏付けとなる

合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑴アの表示と同様の表示をしてはならな

い。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置について、

速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

２ 事実 

⑴ 株式会社山田養蜂場（以下「山田養蜂場」という。）は、岡山県苫田郡鏡野町市場１９

４番地に本店を置き、養蜂業、蜜蜂製品の通信販売業等を営む事業者である。 

⑵ 山田養蜂場は、本件３商品を通信販売の方法により一般消費者に販売している。

⑶ 山田養蜂場は、本件３商品に係る別表「表示媒体」欄記載の表示媒体の表示内容を自ら

決定している。 

⑷ア 山田養蜂場は、本件３商品を一般消費者に販売するに当たり、例えば、本件商品①に

ついて、令和３年１１月１日に、自社ウェブサイトにおいて、本件商品①の容器包装の

画像と共に、「新型コロナウイルス“第６波”に警戒を ＜感染＞と＜重症化＞どちらも

予防したい…お客さまの声に応えて 『ビタミンＤ＋亜鉛』 ２０２１年１１月１日（月）

新発売」及び「■感染と重症化に備える『ビタミンＤ＋亜鉛』 山田養蜂場にも、多く

のお客さまから『予防だけでなく、もし感染しても重症化しないよう、今すぐできる対

策をしたい』との声が寄せられております。そのようなご要望にお応えするため、この

たび抗菌ペプチドの産生をサポートする『ビタミン Ｄ』に、身体の免疫力をサポート

する必須ミネラル『亜鉛』『ビタミン Ａ』『ビタミン Ｂ６』『ビタミン Ｃ』を配合し、

一粒に凝縮した製品を開発いたしました。『ビタミン Ｄ』と『亜鉛』は、ともに新型コ

ロナウイルス感染時の重症化を防ぐ可能性が研究報告されており※2※3、いま注目されて

いる栄養素です。」等と表示するなど、別表「対象商品」欄記載の商品について、同表「表

示日又は配布日」欄記載の日に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表

示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件３商品を摂取することに

より、新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果を得られるかのように示す

表示をしていた。

イ 消費者庁長官は、前記アの表示について、それぞれ、景品表示法第５条第１号に該当

する表示か否かを判断するため、同法第７条第２項の規定に基づき、山田養蜂場に対し、

期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、
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山田養蜂場は、当該期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料はい

ずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないもの

であった。 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、山田養蜂場が自己の供給する本件３商品の取引に関し行った表示は、

それぞれ、景品表示法第７条第２項の規定により、同法第５条第１号に規定する、本件３商

品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことによ

り、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ

ると認められる表示とみなされるものであって、かかる表示をしていた行為は、それぞれ、

同条の規定に違反するものである。 

４ 法令に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることがで

きる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日

から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起するこ

とができる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処

分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審

査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただし、

正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、こ

の処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。
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別表

対象商品
表示日又は

配布日
表示媒体 表示内容

本件商品① 令和３年１１

月１日 

自社ウェブサ

イト

・本件商品①の容器包装の画像と共に、「新

型コロナウイルス“第６波”に警戒を ＜

感染＞と＜重症化＞どちらも予防したい

…お客さまの声に応えて 『ビタミンＤ

＋亜鉛』 ２０２１年１１月１日（月）新

発売」

・「■感染と重症化に備える『ビタミンＤ＋

亜鉛』 山田養蜂場にも、多くのお客さま

から『予防だけでなく、もし感染しても重

症化しないよう、今すぐできる対策をし

たい』との声が寄せられております。その

ようなご要望にお応えするため、このた

び抗菌ペプチドの産生をサポートする

『ビタミン Ｄ』に、身体の免疫力をサポ

ートする必須ミネラル『亜鉛』『ビタミン 

Ａ』『ビタミン Ｂ６』『ビタミン Ｃ』を

配合し、一粒に凝縮した製品を開発いた

しました。『ビタミン Ｄ』と『亜鉛』は、

ともに新型コロナウイルス感染時の重症

化を防ぐ可能性が研究報告されており※２

※３、いま注目されている栄養素です。」

・「＜感染対策＞＆＜重症化予防＞に大切な

５つの栄養素を＜一粒＞に凝縮！ ～ビ

タミンＤ、亜鉛に加え、３つのビタミン

Ａ・Ｂ６・Ｃをプラス。リスクに備え、丈

夫な身体の維持を～

ビタミンＤ 脂溶性ビタミンの１つで、日

光を浴びることにより体内で合成できる

栄養素です。身体の防御機能に働くこと

が知られており、新型コロナウイルスに

感染した方や、重症化した方は血中のビ

タミンＤ濃度が非感染者と比較して低い

ことが報告※２※４されています。外出自粛

など様々な要因からビタミンＤ不足を心
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配されるお客さまの声を受けて、１日に

必要な量をしっかり摂取できるよう配合

しています。 

亜鉛  体内で数多くのたんぱく質などと

結びついて働き、体内のバランス形成に

大きく関わる必須ミネラルです。 感染

の入口となる皮膚の粘膜の健康維持に役

立つといわれています。新型コロナウイ

ルスに感染した人のうち、血中の亜鉛濃

度が高い人は回復するまでの日数が早

く、死亡率も低かったとの報告※３もあり

ます。体内では合成できないため、食事や

サプリメントで補う必要がある栄養素で

す。」

（別添写し１）

令和３年１１

月９日 

株式会社ＰＲ

 ＴＩＭＥＳ

のウェブサイ

ト 

・本件商品①の容器包装の画像と共に、「新

型コロナウイルス“第６波”に警戒を ＜

感染＞と＜重症化＞どちらも予防したい

…お客さまの声に応えて 『ビタミンＤ

＋亜鉛』 ２０２１年１１月１日（月）新

発売」

・「■感染と重症化に備える『ビタミンＤ＋

亜鉛』 山田養蜂場にも、多くのお客さま

から『予防だけでなく、もし感染しても重

症化しないよう、今すぐできる対策をし

たい』との声が寄せられております。その

ようなご要望にお応えするため、このた

び抗菌ペプチドの産生をサポートする

『ビタミンＤ』に、身体の免疫力をサポー

トする必須ミネラル『亜鉛』『ビタミンＡ』

『ビタミンＢ６』『ビタミンＣ』を配合し、

一粒に凝縮した製品を開発いたしまし

た。 『ビタミンＤ』と『亜鉛』は、とも

に新型コロナウイルス感染時の重症化を

防ぐ可能性が研究報告されており※２※

３､ いま注目されている栄養素です。」

・「・＜感染対策＞＆＜重症化予防＞に大切
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な５つの栄養素を＜一粒＞に凝縮！～ビ

タミンＤ、亜鉛に加え、３つのビタミン

Ａ・Ｂ６・Ｃをプラス。リスクに備え、丈

夫な身体の維持を～」

・「ビタミンＤ : 脂溶性ビタミンの１つで、

日光を浴びることにより体内で合成でき

る栄養素です。身体の防御機能に働くこ

とが知られており、新型コロナウイルス

に感染した方や、重症化した方は血中の

ビタミンＤ濃度が非感染者と比較して低

いことが報告※２※４されています。外

出自粛など様々な要因からビタミンＤ不

足を心配されるお客さまの声を受けて、

１日に必要な量をしっかり摂取できるよ

う配合しています。」

・「亜鉛 ：体内で数多くのたんぱく質などと

結びついて働き、体内のバランス形成に

大きく関わる必須ミネラルです。感染の

入口となる皮膚の粘膜の健康維持に役立

つといわれています。新型コロナウイル

スに感染した人のうち、血中の亜鉛濃度

が高い人は回復するまでの日数が早く、

死亡率も低かったとの報告※３もありま

す。体内では合成できないため、食事やサ

プリメントで補う必要がある栄養素で

す。」

（別添写し２）

本件商品②

及び本件商

品③

令和３年１２

月２０日 

「アピセラピ

ーを追究す

る。 山田養

蜂場 ＹＡＭ

ＡＤＡ ＢＥ

Ｅ ＦＡＲＭ

Ⓐ」と記載

のダイレクト

メール

・「コロナ時代を生き抜く対策を万全に 機

能性研究をもとに厳選したワンパック 

『
フ ァ ー ス ト
１ｓｔプロテクト』『

セ カ ン ド
２ｎｄプロテク

ト』 ２種類同時に新発売！！」との記載

と共に、本件商品②及び本件商品③の容

器包装の画像 

・「ミツバチの恵みがコロナ時代を生き抜く

力を引き出す」、「３つの素材で免疫力を

後押し 万が一のときも安心 『
フ ァ ー ス ト
１ｓｔ

プロテクト』」及び「４つの素材で負けな
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い力を後押し 重症化対策＋免疫力を維

持し、万全の対策へ 『
セ カ ン ド
２ｎｄプロテク

ト』」

・「機能性研究をもとに厳選した４つの素

材」及び「素材１ プロポリスエキス 新

型コロナウイルス感染症からの回復を早

める可能性がある 入院日数が約３日減

少！」との記載と共に、「■プロポリスの

飲用による新型コロナウイルス感染症患

者の入院日数の減少」と題する棒グラフ、

「素材２ ビタミンＤ 素材３ 亜鉛 

新型コロナウイルスの感染・重症化に関

わる可能性がある 血中のビタミンＤ濃

度が低いと感染しやすい可能性がある」

との記載と共に、「ＰＣＲ検査陰性者」及

び「ＰＣＲ検査陽性者」と題するイラスト

並びに「血中の亜鉛濃度が低いと重症化

しやすい可能性がある」との記載と共に、

「血中亜鉛濃度が低いグループ」及び「血

中亜鉛濃度が高いグループ」と題する円

グラフ並びに「素材４ ローヤルゼリー

デカン酸※ 免疫機能の要『Ｍ細胞』を増

加させ、腸管免疫を活性化する可能性が

ある ウイルスと戦うＩｇＡ抗体が２倍

に」との記載と共に、「■デカン酸高含有

ローヤルゼリーのＩｇＡ抗体分泌速度に

関する研究」と題する棒グラフ 

（別添写し３）

令和４年２月

３日

「アピセラピ

ーを追究す

る。 山田養

蜂場 ＹＡＭ

ＡＤＡ ＢＥ

Ｅ ＦＡＲＭ 

Ⓑ」と記載の

ダイレクトメ

ール

・「コロナ時代を生き抜く対策を万全に 機

能性研究をもとに厳選したワンパック 

『
フ ァ ー ス ト
１ｓｔプロテクト』『

セ カ ン ド
２ｎｄプロテク

ト』 ２種類同時に新発売！！」との記載

と共に、本件商品②及び本件商品③の容

器包装の画像 

・「ミツバチの恵みがコロナ時代を生き抜く

力を引き出す」、「３つの素材で免疫力を

後押し 万が一のときも安心 『
フ ァ ー ス ト
１ｓｔ
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プロテクト』」及び「４つの素材で負けな

い力を後押し 重症化対策＋免疫力を維

持し、万全の対策へ 『
セ カ ン ド
２ｎｄプロテク

ト』」

・「機能性研究をもとに厳選した４つの素

材」及び「素材１ プロポリスエキス 新

型コロナウイルス感染症からの回復を早

める可能性がある 入院日数が約３日減

少！」との記載と共に、「■プロポリスの

飲用による新型コロナウイルス感染症患

者の入院日数の減少」と題する棒グラフ、

「素材２ ビタミンＤ 素材３ 亜鉛 

新型コロナウイルスの感染・重症化に関

わる可能性がある 血中のビタミンＤ濃

度が低いと感染しやすい可能性がある」

との記載と共に、「ＰＣＲ検査陰性者」及

び「ＰＣＲ検査陽性者」と題するイラスト

並びに「血中の亜鉛濃度が低いと重症化

しやすい可能性がある」との記載と共に、

「血中亜鉛濃度が低いグループ」及び「血

中亜鉛濃度が高いグループ」と題する円

グラフ並びに「素材４ ローヤルゼリー

デカン酸※ 免疫機能の要『Ｍ細胞』を増

加させ、腸管免疫を活性化する可能性が

ある ウイルスと戦うＩｇＡ抗体が２倍

に」との記載と共に、「■デカン酸高含有

ローヤルゼリーのＩｇＡ抗体分泌速度に

関する研究」と題する棒グラフ

（別添写し４）
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